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1 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

(1) 対象地域 

構成市町村名：燕市、弥彦村 

面    積：136.1km2 

人    口：85,240 人(令和 4年 9 月末日現在) 

  （内訳） 

構成団体 人口及び世帯数 面積 

燕  市 人口 77,526 人（ 30,611 世帯） 110.9 km2 

弥彦村 人口  7,714 人（  2,774 世帯） 25.2 km2 

 

(2) 計画期間 

本計画は、令和 5年 4 月 1日から令和 11 年 3 月 31 日までの 6 年間を計画期間とする。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直すものとする。 

 

(3) 基本的な方向 

燕市及び弥彦村は、新潟県のほぼ中央に位置し、新潟市、長岡市、三条市と接している。 

全面積の半数近くが水田であり、域内には信濃川や中ノ口川、大河津分水路などが流れている。 

主要な交通網としては、鉄道では、上越新幹線、弥彦線、越後線、道路では、北陸自動車道、国道 116

号、国道 289 号などが通っている。 

本計画では、国や県の施策・施行状況を踏まえ、ごみ処理に関する基本方針を以下のように定める。

これらの三つの基本方針により循環型社会の構築を目指す。 

 

●基本方針 1：住民、事業者、行政の連携推進 

ごみ問題に対する住民や事業者の意識を向上させるための取り組みを推進する。また、住民、事業

者、行政の三者の連携が必要不可欠であるため、それぞれの役割を明確にし、相互の連携を図る。 

●基本方針 2：ごみの発生抑制・再使用・再生利用の推進 

持続可能なごみ処理体系を構築するために、住民や事業者に対し具体的なリサイクル手法やごみの

分別方法を発信し、再使用や再生利用に取り組みやすい環境を整備してごみの発生抑制を推進する。 

●基本方針 3：ごみゼロを見据えたごみ処理体制の構築 

将来的に構成市村で発生するごみを限りなくゼロに近づけるため、ごみの発生抑制などの 4Ｒ運動

の重要性を改めて住民や事業者へ発信し、ごみゼロを見据えた取り組みを推進する。 

※4Ｒ（リフューズ（Refuse）、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）） 

 

(4) ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

新潟県では、広域化・集約化を計画的に進め、循環型社会の実現を図るため、市町村の意見等を踏ま

えながら「新潟県持続可能なごみ処理の確保に関する計画」を策定している。 

その中で当該地域は、燕・弥彦ブロックとして位置付けられており、既存の枠組みのまま変更はない

ため、引き続き効率的なごみ処理施設の整備を進める予定である。 
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(5) プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

住民がプラスチック使用製品の使用を合理化し、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するよう、

また 認定プラスチック使用製品を使用するようごみカレンダーやポスター等で啓発・情報提供を行うと

ともに、小学校と連携し環境学習を行う。 

令和 10 年度よりプラスチック使用製品廃棄物とプラスチック容器包装廃棄物の一括回収及び再商品

化を実施するため、令和 9 年度に再商品化事業者を選定し、再商品化計画を策定する。なお、分別基準

は再商品化事業者と協議の上決定する。指定ごみ袋制は継続し、プラスチック資源の区分を新設する。 
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2 循環型社会形成推進のための現状と目標 

(1) 一般廃棄物等の処理の現状 

令和 3年度の一般廃棄物の排出及び処理状況は図 1～3 のとおりである。 

組合の総排出量は、33,268 トンであり、再生利用される総資源化量は 4,657 トン、リサイクル率は

14.0％である。 

組合の中間処理による減量化量は 22,379 トンであり、約 67.3％が減量化されている。また、総排出

量の 18.7％に当たる 6,232 トンが埋め立てられている。 

また、環境センター（ごみ焼却施設）では、ごみの焼却時に発生する余熱を施設の暖房設備や給湯設

備で利用している。 
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図１ 一般廃棄物の処理状況フロー（組合） 
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図２ 一般廃棄物の処理状況フロー（燕市） 
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図３ 一般廃棄物の処理状況フロー（弥彦村） 

 

(2) 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表 1 のとおり目

標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標 

排 出 量 事業系 総排出量 10,739 トン 9,650 トン （ -10.1% ）

１事業所当たりの総排出量※２ 15.9 トン／事業所 14.4 トン／事業所 （ -9.4% ）

生活系 総排出量 22,529 トン 19,817 トン （ -12.0% ）

１人当たりの排出量※３ 264 ㎏／人 247 ㎏／人 （ -6.4% ）

合　計 事業系生活系排出量合計 33,268 トン 29,467 トン （ -11.4% ）

再生利 用量 直接資源化量 1,656 トン （ 5.0% ） 1,558 トン （ 5.3% ）

総資源化量 4,657 トン （ 14.0% ） 5,884 トン （ 20.0% ）

エネル ギー
回 収 量

－
－

－
－

最終処 分量 埋立最終処分量 6,232 トン （ 18.7% ） 4,279 トン （ 14.5% ）

※１ 排出量は現状に対する増減割合，直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合，総資源化量は排出量＋集団

 　　　回収量に対する割合

※２（１事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／（事業所数）

※３（１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口）

《用語の定義》

排出量：事業系ごみ，生活系ごみを問わず，出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕

総資源化量：集団回収量，直接資源化量，中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕及び熱利用量〔単位：GJ〕

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕

エネルギー回収量（年間の発電電力
量及び熱利用量）

指　　　　　　標
現状（割合※１） 目標（割合※１）

（令和3年度） （令和11年度）
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図４ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（組合） 
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図５ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（燕市） 
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図６ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（弥彦村） 
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3 施策の内容 

(1) 発生抑制、再使用の推進 

ア 有料化 

燕市、弥彦村では生活系ごみの有料化を平成 14 年度から導入したことにより排出抑制が図られたが、

徐々にその効果が薄れ、住民一人あたりのごみ排出量は反転して増加傾向に転じている。今後のごみの

排出状況、財政状況及び近隣自治体の動向を踏まえ、必要に応じてごみ料金の見直しを検討する。 

イ 環境教育、普及啓発、助成 

ごみの減量化の推進には、住民・事業者の理解と協力が不可欠であり、意識の共有化が必要である。

そのためには、住民・事業者がごみの減量化について意識を高めるよう情報提供・啓発を行うとともに、

施策の透明性を高める必要がある。 

①住民・事業者への積極的な情報提供 

・組合及び構成市村のホームページを充実し、ごみの減量化に関する情報を発信する。 

・住民・事業者に対し、ごみ処理に関する情報を提供する。 

②住民の意識啓発 

・ごみ問題に取り組むサークルや NPO の活動を支援する。 

・市内及び村内の各種イベントにおいて、ごみ問題や環境問題を提起する。 

③環境学習の実施 

・小学生等を対象としたごみ処理施設の見学等を受け入れる。 

④事業者の意識啓発 

・事業者に対しごみの減量化の重要性を啓発する。 

・ごみ減量化に積極的な事業者の活動内容をホームページや広報等で紹介する。 

⑤4Ｒの推進 

・4Ｒ（リフューズ（Refuse）、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle））

を基本としたごみ処理施策を推進する。 

ウ マイバッグ運動・レジ袋対策 

マイバッグ持参運動や指定ごみ袋のレジ袋化を推進し、レジ袋削減を呼びかける。 

エ 食品ロスの削減 

令和元年 10 月 1 日施行の「食品ロスの削減の推進に関する法律」では、都道府県・市町村が食品ロス   

削減推進計画を定めるよう努力することとされている。燕市では、食品ロス削減推進計画を令和 4 年 3

月に策定し、積極的に食品ロスの削減に取り組むこととしている。 

・住民が消費者として、食品ロスの削減に自発的に取り組んでいけるように、その重要性について  

の理解と関心の増進などのための教育や普及啓発の施策を関連する取組と連携しながら推進する。 

    ・食品ロス削減のための取組事例の共有や周知を図りながら、生産・製造・販売等の各段階におい   

て発生している食品ロスの削減のための積極的な取組を推進する。 

 ・食品ロス削減のための実態調査を実施し、調査や研究を推進する。 

 ・食品ロス削減のための情報を収集し、提供する。 

   ・未利用食品を提供するためのフードバンク活動は、食品ロスの削減に効果的であるとともに、生   

活困窮者への支援などの観点からも意義のある取組であることから、フードバンク活動への理解

を促進する。 
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(2) 処理体制 

ア 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

住民には、ごみの排出者としてごみ出しのルールを守るだけでなく、できるだけ家庭からごみを発生

させない行動が求められている。そのため、消費者としての商品の選択や日常生活での心がけなど、生

活様式を見直し不用品を出さない工夫が必要となる。 

また、不用品が出た場合でも、再使用などによりごみにしない努力、ごみが出た場合は、分別を徹底

し再資源化するよう努力する。 

イ 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

事業者は、自らのごみを排出抑制するとともに、自己処理責任の原則に基づき、適正に処理する必要

がある。そのために、情報提供や啓発などにより行政の処理施設に持ち込まれるごみを抑制する。 

ウ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

現在、各施設では産業廃棄物を受け入れていないため、今後もこの方針を継続する。 
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表２ 燕市・弥彦村の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

処理実績 処理実績

（トン） （トン）

*1　空きビン類のうち，黒ビン，青ビン，緑ビンは容器包装リサイクル法適用

*2　ペットボトルのふたは，容器包装プラスチックの民間委託先に搬出後，指定法人へ受け渡し。

今　後（令和11年度）

分別区分 処理方法 処理施設等

可燃ごみ 焼却 環境センター 22,753
焼却灰は最終

処分場
21,311

分別区分 処理方法 処理施設等

可燃ごみ 焼却 環境センター 2,015

燕　　市 弥　彦　村

現　状（令和3年度）

分別区分 処理方法

処理施設等

一次処理

不燃ごみ1,933

126

粗大ごみ

不燃ごみ 埋立 最終処分場 2,070

粗大ごみ処理
施設で選別
（売却） びん 50

金属 11

粗大ごみ

缶

びん

缶

びん

金属

ペットボトル 委託

新聞

リサイクル

640

248

477

122

237

-

2

21

廃家電 0

プラスチック 焼却 環境センター

堆肥化施設

委託廃食用油

堆肥化生ごみ 堆肥化施設 150

廃食用油 委託 27 廃食用油 委託 0

リサイクル

委託

蛍光灯 5

乾電池

せん定枝
(燕市)

市営リサイク
ル施設

紙パック

857

1,403

360

783

352

雑誌

段ボール

委託

せん定枝
(燕市･弥彦村)

紙パック 1

乾電池 2

せん定枝 213

蛍光灯 1

廃家電 0

リサイクル

委託

新聞 42

雑誌 81

段ボール 38

堆肥化生ごみ 堆肥化施設 46

プラスチック 焼却 環境センター -

不燃ごみ 埋立 最終処分場 178

粗大ごみ

リサイクル

粗大ごみ処理
施設で選別
（売却）

46

缶 28

ペットボトル 委託 9

21

二次処理

せん定枝
(燕市)

せん定枝
(燕市･弥彦村)

新聞

雑誌

プラスチック

紙パック

乾電池

可燃ごみ
焼却

(熱回収・
発電)

不燃ごみ
埋立

(破砕後)

粗大ごみ

缶

びん

金属

ペットボトル

選別・圧縮後
売却

圧縮後売却

選別・圧縮後
売却

廃家電

蛍光灯

環境センター内
ストックヤード

813

処理予測 分別区分

リサイクル

リサイクル
センターで選別

リサイクル
センターで選別

圧縮梱包設備

リサイクル
センターで選別

市営リサイクル
施設

委託

可燃ごみ

資源物は委託
最終処分場

金属

住民配布 196

住民配布

売却

595

258

495

環境センター

232

283

4

ペットボトル

プラスチック

紙パック

乾電池

せん定枝
(燕市)

せん定枝
(燕市･弥彦村)

367

27

段ボール

堆肥化生ごみ

826

6

売却

新聞

雑誌

段ボール

堆肥化生ごみ

廃食用油

蛍光灯

0 廃家電

売却

1,596

378
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(3) 処理施設の整備 

ア 廃棄物処理施設 

上記（2）の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表 3のとおり必要な施設整備を行う。 

表３ 整備する処理施設 

事業 

番号 

整備施設種類 

施設名 
事 業 名 処理能力 設置予定地 

事業期間 

（全体事業期間）
国土強靭化 

１ 

最終処分場 

（仮）クリーン

センター松橋 

燕・弥彦地域

新最終処分場

整備事業 

69,700m3 
燕市松橋 1809

番地（予定） 
R5～R10 年度 － 

 

(整備理由) 

事業番号１：既設最終処分場の埋立容量の逼迫のため 

 

(4) 施設整備に関する計画支援事業 

(3)の施設整備に先立ち、表 4のとおり計画支援事業を行う。 

表４ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事 業 名 事業内容 事業期間 

1 

燕・弥彦地域新最終処分場整備事業（事業番号 1）

に係る施設基本計画、基本設計業務 

施設基本計画、基本設計、

民間活力導入可能性調査 
R5～R6 年度 

燕・弥彦地域新最終処分場整備事業（事業番号 1）

に係る測量・地質調査及び生活環境影響調査業務 

測量・地質調査、生活環

境影響調査 
R5～R6 年度 

燕・弥彦地域新最終処分場整備事業（事業番号 1）

に係る事業者選定支援（アドバイザリー）業務 
アドバイザリー業務 R7 年度 

燕・弥彦地域新最終処分場整備事業（事業番号 1）

に係る実施設計業務 
実施設計 R8 年度 

 

(5) その他の施策 

その他、以下に示す施策を実施し、循環型社会の形成を図っていく。 

ア 災害時の廃棄物処理に関する事項 

平成 16 年 10 月（新潟県中越地震）、平成 19 年 7 月（新潟県中越沖地震）と大きな地震に見舞わ

れた。このような大きな地震に伴い廃棄物も多量に発生することになる。また、二次災害としての

火災によっても多量の廃棄物が発生する。さらに、地震でなくとも洪水等の自然災害でも、多量の

廃棄物が発生してしまう。そして、家庭や事業者からでる廃棄物は、このような事態であっても、

住民の安全・衛生を確保するために速やかに処理する必要がある。 

本組合は、新潟県と「新潟県災害廃棄物等の処理に係る相互応援に関する協定書」を締結してお

り、災害廃棄物等の円滑な処理の実現を目指している。災害時発生時には、当該協定書を遵守し、

新潟県や近隣市町村と連絡を取り合い、効率的な処理を実現することとする。なお、燕市では災害

廃棄物処理計画を策定している。 

イ 不法投棄対策 

  自治会と一体となった普及啓発により分別区分の徹底を進めるとともに、自治会がパトロールの

強化や街灯・啓発看板の設置を行う。また、ホームページにおいて不法投棄防止の啓発を行う。 
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4 計画のフォローアップと事後評価 

(1) 計画のフォローアップ 

燕市及び弥彦村は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じ

て、新潟県及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。 

 

(2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計画の事

後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。なお、

計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すものとする。 



 

 

1
1
 

5 各様式 

様式１

１　地域の概要

（１）地域名 （２）地域内人口 85,240人
(令和4年9月末日現在)

（３）地域面積

（４）構成市町村等名 （５）地域の要件*

２　一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

目　標

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和11年度

11,866 12,341 12,390 11,603 10,739 9,650(R3比89.9％)

16.1 16.6 16.8 16.3 15.9 14.4(R3比90.6％)

23,465 23,718 23,291 23,480 22,529 19,817(R3比88.0％)

264 269 267 271 264 247(R3比93.6％)

35,331 36,059 35,681 35,083 33,268 29,467(R3比88.6％)

1,828(5.2％) 1,816(5.0％) 1,701(4.8％) 1,586(4.5％) 1,656(5.0％) 1,558(5.3％)

5,265(14.9％) 5,523(15.3％) 5,282(14.8％) 5,228(14.9％) 4,657(14.0％) 5,884(20.0％)

最終処分量 6,577(18.6％) 6,971(19.3％) 6,929(19.4％) 6,711(19.1％) 6232(18.7％) 4,279(14.5％)

※　別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付する。

一般廃棄物処理計画と目標値が異なる場合に、地域計画と一般廃棄物処理計画との整合性に配慮した内容

再生利用量

エネルギー回収量
（年間の発電電力量　MWH）

（年間の熱利用量　GJ）

直接資源化量（トン）

総資源化量（トン）

埋立最終処分量（トン）

*交付要綱で定める交付対象となる要件のうち、該当する項目全てに○を付ける。

指標・単位

年

過去の状況・現状（排出量等に対する割合）

排出量

事業系　総排出量（トン）

　　　　　　1事業所当たりの排出量（トン/事業所）

生活系　総排出量（トン）

　　　　　　1人当たりの排出量（ｋｇ/人）

エネルギー回収量

合計     事業系生活系の総排出量合計（トン）

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画　総括表１

燕・弥彦地域 136.1km2

燕市、弥彦村 人口　面積　沖縄　離島　奄美　豪雪、山村　半島　過疎　その他

（６）構成市町村に一部事務組合等が含まれる
場合、当該組合の状況

燕・弥彦総合事務組合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立年月日：平成18年3月20日設立

組合を構成する市町村：燕市、弥彦村



 

 

1
2
 

３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

（１）現有施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月 廃止又は休止（予定）年月 解体（予定）年月

最終処分場
クリーンセンター舘

野（第一期）
燕・弥彦総合

事務組合
管理型処分場
（オープン型）

埋立容量

159,000ｍ
3

埋立面積

39,000㎡

平成10年
4月

平成25年
3月

埋立終了

最終処分場
クリーンセンター舘

野（第二期）
燕・弥彦総合

事務組合
管理型処分場
（オープン型）

埋立容量

159,000ｍ3

埋立面積

32,400㎡

平成25年
4月

焼却施設
環境センター

（旧炉）
燕・弥彦総合

事務組合
ストーカ方式 80t/日

昭和59年
4月

令和19年度
～令和21年度

解体撤去

焼却施設
環境センター

（新炉）
燕・弥彦総合

事務組合
流動床方式 78t/日

平成 8年
4月

令和11年3月
（予定）

令和11年度
～令和13年度

解体撤去

粗大ごみ処理
施設

粗大ごみ処理施設
燕・弥彦総合

事務組合
選別・破砕圧縮

方式
49t/日

平成 8年
4月

令和11年3月
（予定）

令和11年度
～令和13年度

解体撤去

ストックヤード ストックヤード
燕・弥彦総合

事務組合
RC造

647㎡
(床面積)

平成12年
4月

堆肥化施設 堆肥化施設
燕・弥彦総合

事務組合
RC造

647㎡
(床面積)

平成14年
3月

令和8年3月
（予定）

令和8年度
（予定）

（２）更新（改良）・新設施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工予定年月 更新（改良）・新設理由
廃焼却施設解体

の有無
（解体施設の名称）

廃焼却施設解体事業
着手（予定）年月
完了（予定）年月

想定される浸水深
と対策

プラスチック再商品化を実
施するための施設整備事

業

備考

最終処分場
（仮）クリーンセン

ター松橋
燕・弥彦総合

事務組合
管理型処分場
（クローズド型）

埋立容量

69,700ｍ3

埋立面積

17,100㎡

令和11年
3月

既設処分場の埋立容量
の減少による

浸水深：0.5～3.0ｍ
浸水対策（予定）：
　電気室を２階に設置
　地盤の嵩上げ
　防水扉の設置

－

　　　　　浸水深：0.5～3.0ｍ
　　　　　浸水対策：無し

想定される浸水深と対策

　　　　　浸水深：0.5～3.0ｍ
　　　　　浸水対策：電気室を２階に設置

　　　　　浸水深：0.5～3.0ｍ
　　　　　浸水対策：無し

　　　　　浸水深：0.5～3.0ｍ
　　　　　浸水対策：電気室を２階に設置

　　　　　浸水深：0.5～3.0ｍ
　　　　　浸水対策：電気室を２階に設置

　　　　　浸水深：0.5～3.0ｍ
　　　　　浸水対策：電気室を２階に設置
　　　　　地盤の嵩上げ（ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ部）

　　　　　浸水深：0.5～3.0ｍ
　　　　　浸水対策：電気室を２階に設置
　　　　　地盤の嵩上げ（埋立地部）

備考

 



 

 

1
3
 

 

様 式 ２

事　業　名　称 単位 開始 終了
令和

5年度
令和

6年度
令和

7年度
令和

8年度
令和

9年度
令和

10年度
令和

5年度
令和

6年度
令和

7年度
令和

8年度
令和

9年度
令和

10年度

4,803,098 471,213 98 ,180 31,705 584 ,400 1 ,283,600 2,334 ,000 3,588,400 0 0 0 525 ,680 1 ,014,080 2,048 ,640

1
燕・弥彦

総合事務組合
69,700 m3 R8 R10 － 4,803,098 471,213 98,180 31,705 584,400 1,283,600 2,334,000 3,588,400 525,680 1,014,080 2,048,640

228,914 53,515 92 ,620 42,779 40 ,000 0 0 220,070 44,671 92 ,620 42,779 40 ,000 0 0

1
燕・弥彦

総合事務組合
69,700 m

3 R5 R8 － 228,914 53,515 92,620 42,779 40,000 220,070 44,671 92,620 42,779 40,000

5,032,012 524,728 190 ,800 74,484 624 ,400 1 ,283,600 2,334 ,000 3,808,470 44,671 92 ,620 42,779 565 ,680 1 ,014,080 2,048 ,640

燕・弥彦総合事務組合構成市町村：燕市、弥彦村

合     　　計

最終処分場整備に係る計画支援事業

○最終処分に関する事業

○施設整備に関する計画支 援事業

最終処分場整備事業

国土
強靭
化地
域計
画

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画総括表２

事　業　種　別
事業
番号

事業主体
名　　　称

規　模 事業期間 総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

備　　考
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【参考資料様式５】 

施設概要（最終処分場系） 

 

都道府県名 新潟県 

 

 

(1) 事業主体名    

 

 

 燕・弥彦総合事務組合  

 

 

(2) 施設名称 

 

 

 クリーンセンター舘野（第三期） 

 

 

(3) 工期 

 

 

 令和8年度 ～ 令和10年度 

 

 

(4) 処分場面積、容積 

 

 

総面積42,040ｍ2 

 

埋立面積17,100ｍ2 

 

 

埋立容積69,700ｍ3 

 

 

(5) 処分開始年度 

  及び終了年度 

 

 

 埋立開始  令和 11年度 

 埋立終了  令和 25年度 

 

 

(6) 跡地利用計画 

 

 

 未定 

 

 

(7) 地域計画内の役割 

 

 

 地域内から排出される廃棄物は、リサイクル、適正処理を前提と

し、処理後の焼却残渣、選別残渣を当該処分場で埋立処分する。 

 

 

(8) 廃焼却施設解体工事

  の有無 

 

 

  有   無 

 

 

(9) 総事業計画額 ※1 
4,803,098千円 

うち交付対象事業費 3,588,400千円 

 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の金額を記載し、全体の金額を括弧書

きすること。 
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【参考資料様式８】 

計 画 支 援 概 要 

 

都道府県名 新潟県  

 

(1) 事業主体名 燕・弥彦総合事務組合  

(2) 事業目的      最終処分場  施設整備のため 

 

(3) 事業名称 

 

 

燕・弥彦地域新最

終処分場整備事業

（事業番号1）に係

る施設基本計画、

基本設計業務 

 

燕・弥彦地域新最

終処分場整備事業

（事業番号1）に係

る測量・地質調査

及び生活環境影響

調査業務 

 

燕・弥彦地域新最

終処分場整備事業

（事業番号1）に係

る事業者選定（ア

ドバイザリー）業

務 

 

燕・弥彦地域新最終

処分場整備事業（事

業番号1）に係る実

施設計業務 

 

(4) 事業期間 

 

 

令和5年度～ 

令和6年度 

 

令和5年度～ 

 令和6年度 

 

令和7年度 

 

令和8年度 

 

 

 

(5) 事業概要 

 

 

 

 

施設基本計画、基

本設計、民間活力

導入可能性調査 

 

 

 

 

測量・地質調査、

生活環境影響調査 

 

 

 

 

アドバイザリー業

務 

 

 

 

実施設計 

 

 

 

(6) 総事業計画

額 ※1、※2 

82,687千円 

うち交付対象事業費

82,687千円 

54,604千円 

うち交付対象事業費

54,604千円 

42,779千円 

うち交付対象事業費

42,779千円 

40,000千円 

うち交付対象事業費 

40,000千円 

 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の金額を記載し、全体の金額を括弧書

きすること。 

 

※2 本様式は交付金対象事業のみ掲載しており、様式2（総括表2）の計画支援事業の総事業費には交

付金対象外となる事業費を含むため、金額は一致しない。 
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6 添付資料 

【対象地域図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域内の施設の現状と予定（位置図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燕 市 

弥彦村 

新潟県 

三条市 

新潟市 

長岡市 

燕市役所 

クリーンセンター舘野 
(一般廃棄物最終処分場) 

所在地：燕市大字舘野字西 109
－1

弥彦村役場 

燕・弥彦総合事務組合 

燕 市 

弥彦村 

三条市 

 新潟市 

長岡市 

環境センター(ストーカ、流動床)、 

粗大ごみ処理施設、ストックヤード 

所在地：燕市吉田吉栄 777 



 

17 

【計画開始前過去 5年程度から目標年度までの年度ごとの人口、事業系・生活系総排出量、総資源化

量、最終処分量のトレンドグラフ】 

 

人口・種類別ごみ量（組合） 

平成29
年度

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

粗大ごみ 389 506 533 619 686 679 667 658 644 632 618 608 595

資源ごみ 5,719 5,950 5,743 5,855 5,566 5,598 5,606 5,624 5,621 5,620 5,623 5,636 5,628

不燃ごみ 3,340 3,743 3,753 3,529 2,248 2,220 2,179 2,139 2,099 2,058 2,013 1,973 1,933

可燃ごみ 25,883 25,860 25,652 25,080 24,768 24,438 23,988 23,545 23,103 22,650 22,201 21,754 21,311

合計 35,331 36,059 35,681 35,083 33,268 32,935 32,440 31,966 31,467 30,961 30,456 29,972 29,467

人口 88,958 88,120 87,359 86,726 85,428 85,352 84,665 83,978 83,294 82,531 81,768 81,005 80,242
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事業系・生活系総排出量、1 人当たりの排出量（組合） 

平成

29年

度

平成

30年

度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和

10年

度

令和

11年

度

事業系 11,866 12,341 12,390 11,603 10,739 10,603 10,467 10,331 10,195 10,059 9,923 9,787 9,650

生活系 23,465 23,718 23,291 23,480 22,529 22,332 21,973 21,635 21,272 20,902 20,533 20,185 19,817

合計 35,331 36,059 35,681 35,083 33,268 32,935 32,440 31,966 31,467 30,961 30,456 29,972 29,467

1人当たり排出量 264 269 267 271 264 262 260 258 255 253 251 249 247
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255

260

265

270

275
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事業所数、1 事業所当たり排出量（組合） 

平成29
年度

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

事業所数 737 742 737 714 676 695 690 686 683 680 677 674 672

1事業所当たり排出量 16.1 16.6 16.8 16.3 15.9 15.3 15.2 15.1 14.9 14.8 14.7 14.5 14.4
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単位：

t/事業所

単位：

事業所数

 

 

人口・種類別ごみ量（燕市） 

平成29
年度

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

粗大ごみ 365 482 497 573 640 633 622 614 601 589 576 567 555

資源ごみ 5,242 5,448 5,272 5,338 5,044 5,072 5,079 5,096 5,092 5,093 5,095 5,105 5,100

不燃ごみ 3,170 3,610 3,625 3,375 2,070 2,043 2,006 1,969 1,933 1,896 1,856 1,819 1,783

可燃ごみ 23,784 23,726 23,564 23,050 22,753 22,440 22,037 21,638 21,241 20,834 20,430 20,029 19,631

合計 32,561 33,266 32,958 32,336 30,507 30,188 29,744 29,317 28,867 28,413 27,957 27,521 27,069

人口 80,716 79,933 79,325 78,778 77,682 77,524 76,897 76,270 75,644 74,949 74,254 73,559 72,864
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事業系・生活系総排出量、1 人当たりの排出量（燕市） 

平成

29年

度

平成

30年

度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和

10年

度

令和

11年

度

事業系 11,098 11,530 11,617 10,842 9,938 9,817 9,696 9,575 9,454 9,333 9,211 9,090 8,969

生活系 21,463 21,736 21,341 21,494 20,569 20,371 20,048 19,742 19,413 19,080 18,746 18,431 18,100

合計 32,561 33,266 32,958 32,336 30,507 30,188 29,744 29,317 28,867 28,413 27,957 27,521 27,069

1人当たり排出量 266 272 269 273 265 263 261 259 257 255 252 251 248
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245
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255

260

265

270

275
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事業所数、1 事業所当たり排出量（燕市） 

平成29
年度

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

事業所数 699 704 701 677 644 661 657 653 650 647 645 642 640

1事業所当たり排出量 15.9 16.4 16.6 16.0 15.4 14.9 14.8 14.7 14.5 14.4 14.3 14.2 14.0
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単位：

t/事業所

単位：

事業所数
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人口・種類別ごみ量（弥彦村） 

平成29
年度

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

粗大ごみ 24 24 36 46 46 46 45 44 43 43 42 41 40

資源ごみ 477 502 471 517 522 526 526 529 529 527 528 530 528

不燃ごみ 170 133 128 154 178 177 174 170 166 162 158 154 150

可燃ごみ 2,099 2,134 2,088 2,030 2,015 1,998 1,951 1,907 1,862 1,816 1,771 1,725 1,680

合計 2,770 2,793 2,723 2,747 2,761 2,747 2,696 2,649 2,600 2,548 2,498 2,450 2,398

人口 8,242 8,187 8,034 7,948 7,746 7,828 7,768 7,708 7,650 7,582 7,514 7,446 7,378
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事業系・生活系総排出量、1 人当たりの排出量（弥彦村） 

平成29
年度

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

事業系 768 811 773 761 801 786 771 756 741 726 711 696 681

生活系 2,002 1,982 1,950 1,986 1,960 1,961 1,925 1,893 1,859 1,822 1,787 1,754 1,717

合計 2,770 2,793 2,723 2,747 2,761 2,747 2,696 2,649 2,600 2,548 2,498 2,450 2,398

1人当たり排出量 243 242 243 250 253 251 248 246 243 240 238 236 233
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事業所数、1 事業所当たり排出量（弥彦村） 

平成29
年度

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

事業所数 38 38 36 37 32 34 33 33 33 33 32 32 32

1事業所当たり排出量 20.2 21.3 21.5 20.6 25.0 23.1 23.4 22.9 22.5 22.0 22.2 21.8 21.3
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単位：

t/事業所

単位：

事業所数

 

 

資源化量・最終処分量（組合） 

平成29
年度

平成30
年度

令和元

年度

令和2
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和10
年度

令和11
年度

資源化量 5,265 5,523 5,282 5,228 4,657 5,144 5,262 5,387 5,489 5,592 5,691 5,799 5,884

最終処分量 6,577 6,971 6,929 6,711 6,232 5,391 5,224 5,064 4,902 4,742 4,581 4,429 4,279

資源化率 14.9% 15.3% 14.8% 14.9% 14.0% 15.6% 16.2% 16.9% 17.4% 18.1% 18.7% 19.3% 20.0%

最終処分率 18.6% 19.3% 19.4% 19.1% 18.7% 16.4% 16.1% 15.8% 15.6% 15.3% 15.0% 14.8% 14.5%
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【現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ】信濃川 

 

 

【現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ】大通川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終処分場 

最終処分場 
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【現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ】大河津分水路 

 

 

最終処分場 


